
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ０－１２ 全 卓上身の回り品整理皿 

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－２２０ 食卓用かご等 

Ｃ５－５３７００ 盆 

Ｆ２－７２１１ ペン皿 

Ｆ２－７２１２ ペン立て 

Ｆ２－７２３０ 事務用品整理収納器 

Ｆ２－７２３１ 事務用品収納器 

Ｆ２－７２３２ 事務用整理皿 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

身の回り品整理皿 小物入れ  

   
D-CLASS8 

定義 

小物整理収納用具のうち、蓋のないつぼ型、皿（盆）型の容器。ただし、かご型のものについては蓋付きで

あってもこの分類に属する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C0-12 登録 1156211 自動車用小物入れ

C0-12 登録 1094593 
小物整理用皿 

C0-12 登録 1024209 
自動車用小物トレイ 

C0-12 登録 1163209 
小物入れ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・車、電車、飛行機などの椅子に取り付けられる棚やテーブルについて 

Ｃ５－５３００ＥＡ（食器受け具又は食器保持具 ＥＡ：壁面取り付け型・飲料ホルダー型） 

飲料容器を保持する部分があり、壁面や椅子の一部に後付けで取り付けられるものを分類する。 

Ｄ７－２９７（腰掛け用台及び椅子用台） 

椅子の部品（後付け用のものは除く）のうち、台、テーブル状のものを分類する。 

Ｄ６－２０（壁取り付け小型整理用具） 

飲料容器を保持する部分が無い、後付けで壁面や椅子などに取り付けられる容器状もしくは袋状のもの

を分類する。 

Ｃ０－１２（小物整理皿） 

飲料容器を保持する部分が無く、壁などに取り付けることのないトレー状のものを分類する。 
D-CLASS9 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


